
コミュニティ FM における新型コロナウイルス感染者発生時の対応に関するガイドライン 

（暫定版） 

 

一般社団法人日本コミュニティ放送協会 

令和 2 年 4 月 14 日 

 

本ガイドラインは、官公庁が公表している新型コロナウイルス感染者が事業所内で発生した場合の

対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン等をもとに、一般社団法人日本コミュニティ放送

協会が、コミュニティ FM の社員及びスタッフが感染した場合における対応をまとめたものです。 

【参考】 新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は、飛沫感染と接触感染であると考えられ

ています。社員及びスタッフの体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エ

チケットなど、通常の感染予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配す

る必要はありません。 

出所：新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（関連業種の方向け）（厚生労働省） 

 

 １．新型コロナウイルス感染症患者発生時の患者、濃厚接触者への対応  

（１）感染者発生の把握 

コミュニティ FM 事業者は、社員及びスタッフに感染が確認された場合には、その旨を保健所に

報告し、対応について指導を受けてください。また、患者以外のスタッフに対しても、局内で感

染者が確認されたことを周知するとともに、感染の予防をあらためて注意を喚起してください。 

管轄の総合通信局へ社員や放送スタッフ、そのご家族にコロナ感染者が発生の報告をするとと

もに、放送休止、設備変更、番組審議委員会の開催・休会等が発生した場合には各種報告を

行ってください。  

JCBA 事務局へ社員や放送スタッフ、そのご家族にコロナ感染者が発生、放送休止、状況の報

告をしてください。 

（２）濃厚接触者の確定  

新型コロナウイルス感染症は、患者を把握した場合、感染症法に基づき、保健所で疫学調査を

実施し、濃厚接触者に対する健康観察、外出自粛の要請等を行うことになります。 このため、

事業者は、保健所の調査に協力し、速やかに濃厚接触者を自宅に待機させる など感染拡大

防止のための措置をとる必要があります。 また、クラスター（患者集団）が発生しているおそれ

がある場合には、確認されたクラスターに関係する施設の休業等、必要な対応を要請される場

合があります。 

 

 【参考】これまで集団感染が確認された場に共通する３つの条件  

 ① 換気の悪い密閉空間であった  

 ② 多くの人が密集していた 

 ③ 近距離（互いに手を伸ばしたら届く距離）での会話や発声が行われた  

出所：新型コロナウイルス感染症対策の見解(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議) (３月９日)  

 



（３）濃厚接触者への対応 

コミュニティ FM 事業者は、保健所が濃厚接触者と確定した従業員に対し、14 日間の出勤を停

止し、 健康観察を実施してください。 濃厚接触者と確定された従業員は、発熱又は風邪など

の症状（軽症の場合を含む。） がある場合には、保健所に連絡し、行政検査を受検します。ま

た、事業者は、その結果の報告を速やかに受けることとします。  

【参考】 「濃厚接触者」に該当する範囲 

○ 感染が疑われる者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む） があった者  

○ 適切な感染防護無しに感染が疑われる患者を診察、看護や介護していた者 

○ 感染が疑われる者の飛沫や体液等に直接触れた可能性が高い者  

○ その他、手で触れること又は対面で会話することが可能な距離（目安として２メートル） で、必

要な感染予防策なしで、「感染が確定した患者」と接触があった者  

出所：新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領（暫定版）  

（国立感染症研究所感染症疫学センター令和２年２月２７日版） 

 

 ２．演奏所局舎施設設備等の消毒の実施  

コミュニティ FM 事業者は、保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域（スタジオ、

事務所、 マスタールーム、倉庫等）の消毒を実施します。 消毒は、保健所の指示に従って実施

することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染者が勤務した区域のうち、手指が頻回

に接触する箇所（ドアノブ、スイッチ類、 放送機材、手すり等）を中心に、アルコール（消毒用エタノ

ール（70％））又は次亜塩素酸ナトリウム （0.05％ 以上）で拭き取り等を実施してください。 

 

３．業務の継続  

（１）感染者が発生した場合の放送業務の継続 

一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等は放送業務停止などの対

応をとる必要はありませんが、濃厚接触者を待機させるなどによる人員の確保や感染者が勤務

した区域の消毒作業などから、業務の継続が困難な場合は放送休止になる可能性もあります。

事業継続の対応として、割込装置の設置など設備変更を⾏う場合は、事前に管轄の総合
通信局に相談してください。放送停⽌・停波を⾏う場合は、可能な限り事前に管轄の総
合通信局に連絡してください。 
なお、ゲストやお客様、他の従業員などに２次感染の可能性がある場合は、保健所の助言を踏

まえて、何らかの方法で注意を喚起する必要もあります。  

（２）放送業務の継続事業者は、濃厚接触者の出勤停止の措置を講じることにより、通常の業務の

継続が困難な場合には、優先的に継続させる業務を選定し、放送業務を継続するために必要

となる人員、物的資源（マスク、手袋、消毒液等）等を把握してください。 また、放送業務継続

のため、在宅勤務体系・情報共有体制・人員融通体制を整備するとともに、業務継続のための

マニュアルを作成してください。  


